
学校運営協議会

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を導入した学校）

市教育委員会

・協議会の設置
・委員の任命
・協議会の適正な運営を
確保する措置

学校運営に
関する意見

教職員の任用
に関する意見

（委員）保護者代表・地域住民・
学校応援団など

県教育委員会

・教職員の任用
・（学校運営協議会の
意見を尊重）

委員の任命に
校長の意見を反映

校長

学校運営の
基本方針

学校運営
教育活動

承認

説明

意見

説明

学校運営や必要な支援に関する協議

支援活動情報提供
保護者・地域住民等

コミュニティ・スクール 学校と地域が目標を共有し、一体となって子どもたちを育む「地域ととも

にある学校づくり」を推進するための仕組み。現在、学校が抱える多様化した課題を解決し、子どもたちに生
きる力を育むには、これまで以上に保護者や地域の方々との連携・協働が必要となる。

平成３１年４月から、谷塚小学校、青柳小学校、草加中学校、谷塚中学校の４校が、「学校運営協議会」を設置した学校として「コミュニ
ティ・スクール」とした。令和２年４月には、市内３２校すべての小・中学校を「コミュニティ・スクール」とする予定。
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